
参 考

○航空法（抜粋）

、 、第三十条 国土交通大臣は 航空従事者が左の各号の一に該当するときは

その技能証明を取り消し、又は一年以内の期間を定めて航空業務の停止

を命ずることができる。

一 この法律又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行又は重大な過失があつ

たとき。

第百四条 本邦航空運送事業者は、国土交通省令で定める航空機の運航及

び整備に関する事項について運航規程及び整備規程を定め、国土交通大

臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様

である。

２（略）


